
◎商品取引所法の一部を改正する法律 
（平成一六年五月一二日法律第四三号）   

一、提案理由（平成一六年四月二日・衆議院経済産業委員会） 

○中川国務大臣 おはようございます。 

 初めに、商品取引所法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨

を御説明申し上げます。 

 近年、我が国の商品先物市場は急速に拡大しております。一方、委託手数料の完全自

由化等により商品取引員の競争環境に大きな変化が見込まれるとともに、国際的な市場

間競争が激化しております。 

 こうした状況に対して、委託者保護を強化し、信頼性及び利便性の高い商品先物市場

を整備するため、本法律案を提案いたしました。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引証拠金の全額を商品取引所

に預託する制度に改めるとともに、商品取引員による分離保管義務を厳格化する等の措

置を講ずることとしております。 

 第二に、商品取引員に対する規制を適正化するため、許可制度を市場横断的な包括許

可に改めるとともに、取引量に応じた純資産の保有を義務づけることとしております。

さらに、顧客に対して商品先物取引の仕組み、リスクの説明を義務づける等勧誘規制を

強化することとしております。 

 第三に、市場の信頼性及び利便性の向上を図るため、商品取引所外において取引の決

済を可能とする清算機関制度の創設等の措置を講ずることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

 ありがとうございました。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一六年四月一六日） 

○根本匠君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、商品取引所法の一部を改正する法律案につきましては、商品市場における取引

の委託者資産の保全制度を拡充し、商品取引員に対する規制の見直しを行うとともに、

商品市場の信頼性及び利便性の向上を図るための所要の措置を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 本委員会においては、去る四月二日三法律案に関し中川経済産業大臣からそれぞれ提

案理由の説明を聴取した後、同月七日より質疑に入り、去る十四日質疑を終了いたしま

した。 

 質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、グループ改革の四会派か



ら、商品取引所法の一部を改正する法律案に対して、商品市場における取引等につき商

品取引員が行ってはならない行為として、委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意

思表示をした顧客に、その委託を勧誘する行為などを加えることを内容とする修正案が

提出されました。 

 修正案の趣旨説明を聴取した後、討論を行い、採決を行った結果、四会派共同提案の

修正案は全会一致をもって、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は

修正議決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 

 なお、商品取引所法の一部を改正する法律案及び特定商取引に関する法律及び割賦販

売法の一部を改正する法律案の両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一六年四月一四日） 

○村井（宗）委員 ただいま議題となりました商品取引所法の一部を改正する法律案に

対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及びグループ

改革を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 

 商品市場における取引等につき、商品取引員が行ってはならない行為に次の行為を加

えるものとすることであります。 

 第一に、委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その

委託を勧誘すること。 

 第二に、勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧

誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。 

 第三に、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売りつけまたは買い付けその他こ

れに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧め

ること。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月一四日） 

 政府は、我が国の健全な商品先物市場の育成を図る上で、委託者保護の徹底及び市場

の信頼性の向上が必要とされることにかんがみ、本法施行に当たって、次の諸点につい

て適切な措置を講ずべきである。 

一 個人委託者の保護のため、商品取引員の勧誘方法に関し、適合性原則の徹底を始め

関係法令を遵守するよう厳格に指導すること。特に、新規の委託者の保護には万全を

期すこと。 

二 両建て勧誘、特定売買、向玉については、悪用されることのないよう厳正に対処す

ること。 

三 商品取引員の受託業務の実態を毎年調査し、公表するよう努めること。 



四 産業構造審議会商品取引所分科会については、個人委託者側委員を増員し、関係方

面の意見をより公平に聴取するよう努めること。 

五 監督体制については、農林水産省及び経済産業省が十分緊密な連携を図り、委託者

保護に万全を期すとともに、米国の商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）なども参考とし

て、今後の監督体制の強化について検討すること。 

六 交付する書面については、個人委託者にとってわかりやすい内容のものとするよう

努めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一六年四月二八日） 

○谷川秀善君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、商品取引所法の一部を改正する法律案は、委託者保護を強化し、信頼性及び利

便性の高い商品先物市場を整備するため、取引証拠金を商品取引所に直接預託する制度

の創設、商品取引所外における決済を可能とする清算機関制度の整備及び商品取引員に

対する規制の適正化等の措置を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、商品取引員が行ってはならない行為に、委託の勧誘を希望し

ない意思を表示した顧客に対し、委託の勧誘を行うこと等を加える修正が行われており

ます。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、商品先物取引における個人委

託者の保護方策、商品取引所の合併、統合の在り方、消費者トラブルに対する取組強化

の必要性、消費者啓発に対する取組等について質疑が行われましたほか、商品取引所法

改正案については、商品取引所の実情を調査いたしましたが、その詳細は会議録によっ

て御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より商品取

引所法改正案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、まず、商品取引所法改正案は多数をもって原案どおり可決

すべきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月二七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 商品取引員の勧誘行為に関しては、個人委託者の保護のため、適合性原則の徹底を

始め関係法令を遵守するよう厳格に指導すること。特に、新規委託者の保護には万全

を期すとともに、契約締結前に交付すべき書面については、商品先物取引の仕組み・

リスクについて個人委託者に分かりやすい内容とすること。 



二 両建て勧誘、特定売買、向玉等の悪用については厳正に対処するとともに、今後の

委託者トラブルの動向を踏まえ、禁止行為の類型やその実効性の確保策について適時

適切な見直しを行うこと。 

三 商品取引員に対する監督体制については、農林水産省及び経済産業省の緊密な連携

を図り、委託者保護に万全を期すとともに、米国の商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）

等も参考として、今後の体制強化について検討を行うこと。 

  右決議する。 


